
 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護・介護予防訪問看護 

重要事項説明書 
 

（医療保険用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人清流会 

訪問看護ステーションそよかぜ



 
 

― 訪問看護・介護予防訪問看護重要事項説明書 ― 

  
利用者に対する訪問看護サービス（または介護予防訪問看護サービス）の提供開始にあ

たり、厚生労働省の規定に基づき、事業所の概要やサービスの内容等、知っておいて頂

きたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく

質問をしてください。 
  

1. 事業者（法人）の概要 

事業者名称 医療法人清流会 

代表者 理事長 久次米 均 

所在地 徳島県徳島市名東町 2丁目 650 番地の 35 

連絡先 088-631-5135 

ホームページ https://sei-ryu-kai.or.jp/ 

法人設立年月日 1964 年 4 月 1日 
 
 

2. 訪問看護ステーションそよかぜの概要 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 訪問看護ステーション そよかぜ 

指定事業所番号 0191028 

所在地 徳島県徳島市鮎喰町１丁目５８−１ ２０３ 

連絡先 088-631-5155 

        責任者（管理者） 佐藤 智 

指定年月日 2024 年 4 月 1日 

事業所の通常事業の 
実施地域 

徳島市全域、および鳴門市、小松島市、阿南市、板野郡、名西郡、

名東郡、吉野川市、阿波市の一部地域 
 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 医療法人清流会が開設する訪問看護事業所（訪問看護ステーシ

ョンそよかぜ）が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護

の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関

する事項を定め、事業所の看護師等が社会において継続して療

養を受ける状態にあり、医師が「指定訪問看護」の必要を認め

たものに対し、適正な訪問看護等を提供することを目的とする。 

運営の方針 (１)事業所の看護師は、精神障がいを有する利用者またはその

家族等が安心して地域での生活ができることを目的として、そ

の者の居宅において、療養上の世話又は必要な診療の補助を行

う。 

(２）訪問看護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、

理解しやすいように説明を行う。 

(３）訪問看護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域



 
 

の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、円滑なサー

ビスの提供に努めるものとする。 

 

（３）事業所の営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、１２月３１日から１月３

日までを除く。 

営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 00分までとする 
 

（４）訪問看護職員の体制 

職 種 人 員 数 

管理者 常勤 １ 名 

看護職 常勤 ２．５ 名以上 （管理者 1名を含む） 

 

3. 提供するサービスの内容及び費用について 

(１)提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サービスの内容 

訪問看護計画書の作成 

主治医の指示、または利用者に係る居宅介護支援事業所が作

成する「居宅サービス計画書(ケアプラン)」に基づき、利用

者またはその家族等の意向や心身の状況等のアセスメントを

行い、援助の目標に応じてサービス内容を定めた訪問看護計

画書を作成します。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画書に基づき、以下のような訪問看護を提供しま

す。 

①病状、障害の観察 

②療養上の世話(清潔支援、栄養、排泄等の日常生活療養上の

世話) 

③褥瘡の予防・処置・カテーテル等の交換・管理 

④リハビリテーション及びその指導 

⑤心理的看護ケア(コミュニケーション援助、SST、心理教育

等) 

⑥家族支援と介護指導・助言・家族心理教育、健康相談 

⑦日常生活の維持、生活支援 

⑧主治医から指示された医療処置 

⑨その他(実施書に記載のある項目) 

 



 
 

(２)看護職員等の禁止行為 

看護職員等はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

①利用者又は家族の金銭、預金通帳、証書、書類などの預かり 
②利用者又は家族からの金銭と物品の授受 
③利用者の同居家族に対するサービスの提供 
④利用者の居宅での飲酒、喫煙 
⑤身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 
(利用者又は第三者の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合は除く) 
⑥その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、 
その他の迷惑行為 

(３)提供サービスの利用料、利用者負担額 

別紙料金表をご覧ください。 

 

4. 利用料、利用者負担額（介護保険を適応する場合）その他の費用の請求及び支払

い方法について 

基本利用料として、健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律および介護保

険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者様から受け取るものとし

ます。 

利用者は料金表(別紙)に定めた所定の利用料および、サービスを提供するうえで別途

必要となった費用を支払います。 
 

利用料・その他の 

費用の請求方法 

・利用月の翌月 15 日頃に、ご契約者様宛てに請求書をご送

付いたします。 

・ご契約者様以外の方への郵送等をご希望の場合はお申し

つけください。 

お支払方法 
・利用月の翌月末までにそよかぜ病院窓口でのお支払い 

・利用月の翌月末までにお振込み 

領収書の発行 

・そよかぜ病院の窓口でお支払いの場合は、窓口で領収書

をお渡しいたします。 

・お振込みの場合は、お支払いの確認後に領収書をご契約

者様宛てに郵送いたします。 

・ご契約者様以外の方への郵送等をご希望の場合はお申し

つけください。 

※利用料、利用者負担額(介護保険を適応する場合)及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払期日から２か月以上遅延し、さらに支払いの催

促から１４日以内に支払いがない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払

い分を支払っていただきます。 



 
 

 

5. サービス提供にあたって 

(１)サービス提供に先立って、医療保険及び介護保険被保険者証等に記載された内容を

確認させて頂きます。被保険者証の住所などに変更があった場合は速やかにお知らせく

ださい。 

(２)訪問看護サービスは、主治医の指示に基づいてサービスを提供します。ご利用にあ

たっては主治医より訪問看護指示書の交付を一定の期間(最長 6 か月)ごとに受ける必

要があります。訪問看護指示書交付に掛かる費用は利用者様のご負担となります。 

(３)主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成する「居宅サービス計

画書(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画書（以

下計画書）」を作成します。なお、作成した計画書は、利用者または家族にその内容を

説明いたしますので、ご確認ください。 

(４)サービスの提供は計画書に基づいて行います。なお、計画書は利用者の心身の状況

や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 

(５)訪問看護サービスを提供する職員は、複数職員が交代で訪問する場合がございます。 

(６)訪問時間は、交通事情等により前後することがありますのであらかじめご了承くだ

さい。 

(７)自然災害(大雨・洪水・暴風・暴風雪等)において、訪問に危険が伴うと考えられる

場合にはそのサービスを事業者からキャンセルする事があります。 

(８)訪問看護サービスの予定を変更・取消す場合は、利用日の前日までに連絡をお願い

します。取消す場合、キャンセル料は請求しません。 

(９)鍵等の貴重品については原則として預かりません。 

 

6. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 
 

(１)虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  佐藤 智（さとうさとし） 
 

(２)成年後見制度の利用を支援します。 

(３)苦情解決体制を整備しています。 

(４)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

(５)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 



 
 

 

7. 秘密の保持と個人情報保護について 
 
 

利用者及びその家族 

に関する秘密の保持 

について 

①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情

報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダ

ンス」を尊重し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

②事業者及び事業所の従業者は、サービスを提供する上で知り

得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏

らしません。 

③この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後

においても継続します。 

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族

の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなく

なった後においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との

雇用契約の内容とします 

個人情報の保護 

について 

①事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、サービス担当

者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用

者のご家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いま

せん。 

②事業者は、利用者又は家族に関する個人情報が含まる記録物

(紙によるものの他、電磁的記録も含む)については、善良な管

理者の注意をもって管理します。また処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてそ

の内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加ま

たは削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的

の達成に必要な範囲で訂正等を行うものとします（開示に際し

て複写料などが必要な場合は利用者の負担となります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に利用者に病状の急変など緊急の事態が発生した場合は、速やかに主治

医へ連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連

絡します。 

 

主治医 

医療機関名 
 

 

氏名 
 

 

電話番号 
 

 

緊急時連絡先 
 

 

 

 

家族等 

緊急連絡先 

① 
氏名（続柄） 

 

 

住所 
 

 

電話番号 
 

 

携帯電話番号 
 

 

勤務先 
 

 

② 
氏名（続柄） 

 

 

住所 
 

 

電話番号 
 

 

携帯電話番号 
 

 

勤務先 
 

 

 

 

 



 
 

 

9. 事故発生時の対応方法について 

(１)利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者

の家族、利用者に関係する居宅介護支援事業所等に対して連絡を行う等の必要な措置を

速やかに講じます。 

(２)利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行います。ただし、事業者に故意・過失がない場合はこの限りではありませ

ん。 

なお、当事業所は、JAPH ネットワーク「訪問看護補償保険」に加入しています。 

(３)採血・点滴等処置時、看護職員が誤って針刺し事故を起こした場合は、看護職員の

感染対策のため、主治医の指示により利用者様に血液検査をさせて頂きます。 

 

10. 身分証携帯義務 

従業員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者家族から提示を求

められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

11. 心身の状況の把握 

訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を

通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福

祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

12. 居宅介護支援事業所等との連携 

(１)指定訪問看護の提供に当たり、居宅介護支援事業所及び保健医療サービスまたは福

祉サービス提供者と密接な連携に努めます。 

(２)サービス提供の開始に際し、作成する計画書の写しを、利用者の同意を得た上で居

宅介護支援事業所等に速やかに送付します。 

(３)サービスの内容が変更された場合、またはサービス提供契約が終了した場合は、そ

の内容を記した書類またはその写しを速やかに居宅介護支援事業所等に送付します。 

 

13. サービス提供の記録 

指定訪問看護の実施ごとに、そのサービス提供の記録を行うこととし、その記録はサー

ビス完結の日から 5 年間保管します。（介護保険利用時はサービス完結日から 5 年間保

管します） 

 

14. 衛生管理等 

(１)看護職員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行います。 

(２)指定訪問看護事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

(３)訪問時、サービスを提供しやすい環境整備にご協力ください(手洗い場所の確保、

ペットの配慮等) 



 
 

 

15. サービス提供に関する相談・苦情について 

(１) サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口で受け付けます。 
 

【事業所相談窓口】 

訪問看護ステーション 

そよかぜ 

所 在 地 徳島県徳島市鮎喰町１丁目 

５８−１ ２０３ 

電話番号  088-631-5155 

F A X 番 号  088-631-5156 

相談責任者   佐藤 智（管理者） 

受付時間   月～金 8：30 ～ 17：00 

 

(２)サービス提供に関する苦情や相談は、お住いの市町村または役場の担当窓口、また

は以下の機関に申し立てることができます。 

徳島市役所 

障害福祉課（自立支援医療） 

高齢介護課（介護保険） 

所 在 地   徳島市幸町 2丁目 5番地 

電話番号   088-621-5171（自立支援医療） 

088-621-5585（高齢福祉課） 

F A X 番 号   088-621-5300（障害福祉課） 

088-624-0961（高齢福祉課） 

受付時間   9:00～17:00（土日祝は休み） 

北島町役場 

健康保険課（介護保険） 

所 在 地   板野郡北島町中村字上地 23-1 

電話番号   088-698-9805 

F A X 番 号   088-698-8494 

受付時間   8:30～17:15（土日祝は休み） 

藍住町役場 

健康推進課（医療保険） 

介護保険室（介護保険） 

所 在 地   板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1 

電話番号   088-637-3115（健康推進課） 

電話番号   088-637-3311（介護保険室） 

F A X 番 号   088-637-3312 

受付時間   8:30～17:15（土日祝は休み） 

徳島県国民健康保険団体連合

会 

 介護保険課（介護保険） 

所 在 地      徳島市川内町平石若松 78-1 

電話番号      088-665-7205（苦情専門） 

電       088-666-0117（介護保険課） 

F A X 番 号   088-666-0228 

受付時間   8:30～17:00（土日祝は休み） 

徳島県庁 

 国保・自立支援課（医療保

険） 

 保健福祉部 長寿いきがい

課（介護保険） 

所 在 地   徳島市万代町 1丁目 1番地 

電話番号   088-621-2190（国保・自立支援課） 

        088-621-2213（長寿いきがい課） 

F A X 番 号   088-621-2913（国保・自立支援課） 

        088-621-2840（長寿いきがい課） 

受付時間   8:30～18:15（土日祝は休み） 



 
 

 

16. 重要事項説明の年月 
 

この重要事項の説明年月日      年     月    日 

 

 

上記内容について、利用者に説明を行いました 

 

事業者   法人名   医療法人清流会 

 

      代表者   理事長 久次米 均 

 

 

事業所   事業所名  訪問看護ステーションそよかぜ 

 

      管理者   佐藤 智        印 

 

      説明者               印 

 

 

上記内容の説明を事業所から受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受け

ました。 

 

 

利用者   住所                        

       

  

氏名                   印    

 

 

 

代理人   住所                        

 

 

      氏名                   印    

 

          （ 続柄                 ） 



 
 

 

個人情報使用同意書 
 
 
医療法人清流会 
理事長 久次米均 殿 
 
 私（利用者及びその家族）の個人情報については【訪問看護・介護予防訪問看護契約書】

及び【訪問看護・介護予防訪問看護重要事項説明書】により、その利用目的に対しての説

明を受け、その範囲内で使用することに同意します。 
この同意を証するため本書 2 通を作成し、私と事業者が 1 通ずつ保有するものとします。 
 
 

説明者             印   
 
 
      年   月   日 

 

 

利用者    住所                        

       

  

氏名                   印     

 

 

 

代理人    住所                        

 

 

          氏名                   印    

 

             （ 続柄                 ） 

 
 
 



 
 

 

同意書 
 

（精神科訪問看護基本療養費・訪問看護管理療養費・精神科複数名訪問看護加算・退院時

共同支援加算・退院支援指導加算・長時間精神科訪問看護加算） 
 
医療法人清流会 
理事長 久次米均 殿 
 
1 私は、病気の状態から、（             ）の管理・相談が必要なため、

精神科訪問看護基本療養費・訪問看護管理療養費・精神科複数名訪問看護加算・退院時

共同支援加算・退院支援指導加算・長時間精神科訪問看護加算を算定することに同意し

ます。 
 
 

説明者               印 
 
 
      年   月   日 

 

 

利用者    住所                        

       

  

氏名                   印     

 

 

 

代理人    住所                        

 

 

          氏名                   印    

 

             （ 続柄                 ） 

 

 



 
 

 

訪問看護の情報提供書 
 
 
医療法人清流会 
理事長 久次米 均 殿 
 
 私は、貴訪問看護ステーションからの訪問看護の情報提供書を、利用者の居住地を直轄

する市町村等へ提供することに同意します。 
 
 

説明者              印 
 
 
 
      年   月   日 

 

 

利用者    住所                        

       

  

氏名                   印     

 

 

 

代理人    住所                        

 

 

          氏名                   印    

 

             （ 続柄                 ） 

 
 
 

 
 


